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研究成果の概要（和文）：本研究では、①社会的困難が集約されやすいとされる今日の被差別部落における生活
困窮者の実態について把握すること、そのうえで、②被差別部落において従来から実施されてきた隣保館等にお
ける相談・支援事業の課題と可能性について、2015年4月より施行された「生活困窮者自立支援法」の動向をふ
まえながら整理・検討すること、を目的として調査研究を進めた。
　さらに、それらの結果をふまえて、地域における生活困窮者支援のあり方を具体的に提案することを目的とし
て、１つの地域に対象をしぼってアクションリサーチを実施した。

研究成果の概要（英文）：This study aimed to clarify two points. First, we tried to grasp the 
realities of needy people in Buraku(Dowa Districts) today where social difficulties are aggregated. 
Second, we organized and examined the problem and the possibility of the consultation and the 
support system which have been carried out conventionally in the Rinpokan(settlement house) etc. At 
that time, we followed the trend of the "Independent Support Act for the needy people", which was 
enforced in April 2015.
　　In addition, based on these results, we conducted an action research in a single Buraku, and so 
we proposed concrete support system for the needy people in the region.

研究分野： 社会教育
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
被差別部落においては、特別措置法のも

と同和対策事業の一環として、格差・貧困
を是正するさまざまな取組が地域で展開さ
れてきた。しかし、2002年に特別措置法が
失効し、それらの取組は一般対策として実
施されることとなった。 
そうしたなか、被差別部落における格

差・貧困はいまだに深刻な状況にある。例
えば、2013年 2月 15日に開催された大阪
府同和問題解決推進審議会において報告さ
れた「行政データを活用した実態把握集計
結果」によれば、大阪の被差別部落の生活
保護率は 19.9％であることが示されてい
る。また被差別部落の 5世帯に 1世帯が単
身高齢者世帯で、障害者手帳保持率は一般
の 1.8 倍、府立高校卒業者の大学進学率は
一般 52.4％に対して被差別部落では
29.0％など、被差別部落にはいまなお深刻
な生活困窮があり、福祉・教育・就労など
の課題が集中している現実が明らかとなっ
た。 
他方で、上記のような格差・貧困、そし

て差別の課題解決のために、従来から、被
差別部落では地域において、隣保館等の相
談・支援事業が実施されてきた。それらの
「生活困窮者」支援の取組の蓄積からは、
2015 年 4 月から実施される生活困窮者自
立支援法にもとづく支援のあり方にも示唆
を与えることができると考えられる。 
 
 
２．研究の目的 
 上記の背景をもとに、当研究では以下の
３つを目的として、調査研究を進めた。 
 
①被差別部落に暮らす生活困窮者の諸課題
の解決に向けた従来からの取組の蓄積を、
生活困窮者自立支援法（2015 年 4 月施
行）にもとづく国や地方自治体の動向の
俎上にのせる。 

②これまで大阪府において実施されてきた
総合相談交付金事業等（各種相談支援事
業）や国の隣保館運営補助事業等を踏ま
えながら、市町村における生活困窮者の
支援のあり方、地域における社会的包摂
の取組について提案する。 

③被差別部落において、隣保館事業等、さ
まざまな相談と支援事業を実施している
関係者が、その支援事業をより豊かなも
のにしていくための方策、さらに地域コ
ミュニティのなかでの豊かな社会関係づ
くりや安定した仕事の場の確保・創出な
どの方策について提案する。 

 
 
３．研究の方法 
【2014-2015年度調査】 
下記①～③の調査については、地区関係

者の協力のもと、大阪府内の被差別部落 11

地区を対象として実施した。あわせて、大
阪府ならびに府内自治体の各関係部局の担
当者を対象としたヒアリング調査も実施し
た。 
 
①大阪府内の被差別部落に暮らす生活困窮
者の実態把握：既存データの再分析 

②大阪府内の被差別部落に暮らす生活困窮
者の実態把握：当事者（生活困窮者）へ
のヒアリング調査 

③地域における生活困窮者の実情と地域に
おける支援の現状についての調査：相談
員へのヒアリング調査 

④被差別部落などにおける生活困窮者支援
の先進事例調査 

 
【2016-2017年度調査】 
 2014-2015年度調査で明らかになった課
題解決に資する具体的な提案をおこなうた
めに、2014-2015年度調査の対象となった
被差別部落のうち 1地区にしぼって、下記
のとおりアクションリサーチを実施した。 
 
①当該地区を対象とした実態調査の結果の
整理 
当該地区では、地区内の生活困窮者を

対象とした実態調査がさまざまに実施さ
れている。それらの結果について整理し、
当該地区の生活困窮者の状況を把握する。 

 
②当該地区の関係者を対象とした学習会の
開催 
当該地区における支援のしくみづくり

を目的に、関係者（人権地域協議会、人
権協会、行政、NPO、CSW、社会福祉
協議会などの職員）を対象として、当該
地区の生活困窮者支援にかかわる諸課題
をテーマとした学習会を開催し、個々の
支援者のスキルアップと、各支援者間の
ネットワークづくりを目指す。具体的に
は、「起業のしかた」「高齢者の地域での
支え合い」「シングルマザーによる起業」
「資金調達の方法（ソーシャルインパク
トボンド、クラウドファンディング等）」
などをテーマとして、関連する専門家・
実践者による講演や現場への視察を実施
する。 

 
③生活困窮者支援にかかわる先進事例調査
の実施 

  当該地区の生活困窮者支援のしくみづ
くりの参考となる、全国各地の先進事例
について、講師を招いたり現地を訪問し
たりして、活用方法について検討する。 

 
 
４．研究成果 
既述のとおり、本研究では、①社会的困

難が集約されやすいとされる今日の被差別
部落における生活困窮者の実態について把



握すること、そのうえで、②被差別部落に
おいて従来から実施されてきた隣保館等に
おける相談・支援事業の課題と可能性につ
いて、2015 年 4 月より施行された「生活
困窮者自立支援法」の動向をふまえながら
整理・検討すること、を目的として調査研
究を進めてきた。 
 具体的には、大阪府内の被差別部落 11
地区における生活困窮者と支援・相談者を
対象とした聞き取り調査を実施し、被差別
部落における生活困窮者の実態とその相
談・支援のあり方について把握を試みた
（2014・2015年度）。その結果、生活困窮
者がかかえる困難の複雑性や重層性を明ら
かにするとともに、それらに対応する隣保
館等における相談・支援事業の成果と可能
性について提起することができた。他方で、
生活困窮者自立支援法にもとづく相談・支
援事業に、それら隣保館等における相談・
支援事業がうまく位置づけられていないこ
ともわかった。 
 それらの結果をふまえて、地域における
生活困窮者支援のあり方を具体的に提案す
ることを目的として、①生活困窮者自立支
援の先進事例調査、ならびに②１つの地区
（被差別部落）を対象としたアクションリ
サーチを実施した（2016・2017年度）。具
体的な事例をとおして、既存の社会資源を
活かしながら、地域における生活困窮者支
援システムを構築する可能性について追究
することができた。 
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